
三 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 
 

改  正  案 現     行 

第一号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券通知書 

（略） 

（記載上の注意） 

(１)～（３） （略） 

(４) 新規発行（売出）有価証券 

ａ～ｈ （略） 

ｉ 新株予約権証券については、その新株予約権の内容（新株予約権の目的となる株式の種類、内容及

び数、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額、新株予約権の行使期間、新株予約権の行使の条

件、新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額、新株予約

権の譲渡に関する事項等）を欄外に記載すること。 

ｊ～ｌ （略） 

(５)～（８） （略） 

第一号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券通知書 

（略） 

（記載上の注意） 

(１)～（３） （略） 

(４) 新規発行（売出）有価証券 

ａ～ｈ （略） 

ｉ 新株予約権証券については、その新株予約権の内容（新株予約権の目的となる株式の種類及び数、

新株予約権の行使に際して払い込むべき金額、新株予約権の行使期間、新株予約権の行使の条件、新

株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額、新株予約権の譲

渡に関する事項等）を欄外に記載すること。 

ｊ～ｌ （略） 

(５)～（８） （略） 

 



 

改  正  案 現     行 
第二号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【新規発行株式】（８） 

種類 発行数 内容 

   

 ２～11 （略） 

第２・第３ （略） 

第二部【企業情報】 

第１～第３ （略） 

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】（40） 

① （略） 

②【発行済株式】 

種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協

会名 

内容 

    

    

計  － － 

（２）～（８） （略） 

２～６ （略） 

第５～第７ （略） 

第三部・第四部 （略） 

（記載上の注意） 

(１)～(７) （略） 

(８) 新規発行株式 

ａ 新規発行株式の種類ごとに、「種類」、「発行数」及び「内容」を記載すること。 

ｂ 「内容」の欄には、単元株式数を含め、株式の内容を具体的に記載すること。 

この場合において、会社が種類株式発行会社（会社法第２条第13号に規定する種類株式発行会社を

いう。以下同じ。）であるときは、同法第108条第１項各号に掲げる事項について定款、株主総会決

議又は取締役会決議により定めた内容及び同法第322条第２項に規定する定款の定めの有無を記載す

ること。 

なお、会社が同法第107条第１項各号に掲げる事項を定めている場合には、その具体的内容を記載

すること。 

ｃ 欄外には、新株発行を決議した取締役会若しくは株主総会の決議の年月日又は行政庁の認可を受け

た年月日を記載すること。一部払込発行の場合には、その決議内容についても記載すること。 

ｄ 会社が新規発行株式と異なる種類の株式についての定めを定款に定めている場合には、欄外にその

第二号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【新規発行株式】（８） 

種類 発行数 

  

 ２～11 （略） 

第２・第３ （略） 

第二部【企業情報】 

第１～第３ （略） 

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】（40） 

① （略） 

②【発行済株式】 

種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所名又は登録

認可金融商品取引業協会名 

 

   

   

計  － 

（２）～（８） （略） 

２～６ （略） 

第５～第７ （略） 

第三部・第四部 （略） 

（記載上の注意） 

(１)～(７) （略） 

(８) 新規発行株式 

  ａ 「種類」の欄には、「普通株」のように記載すること。 

ｂ 「発行数」の欄には、「種類」の欄の区分に従い発行数を記載すること。 

ｃ 欄外には、新株発行を決議した取締役会若しくは株主総会の決議の年月日又は行政庁の認可を受け

た年月日を記載すること。一部払込発行の場合には、その決議内容についても記載すること。 

また、会社が会社法第108条第１項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以

上の種類の株式を発行するときは、株式の種類を記載し、その種類ごとに株式の具体的な内容を欄外

に記載すること。 

この場合、取得請求権付株式については取得の対価及び請求期間、取得条項付株式については取得

の対価及び取得事由、全部取得条項付種類株式については取得対価の決定方法及び条件、譲渡制限株

式については会社が譲渡を承認したとみなす場合の条件、議決権制限株式（無議決権株式を除く。以

下同じ。）については議決権行使事項及び条件、拒否権付株式については種類株主を構成員とする種



旨を記載すること。この場合において、新規発行株式と当該異なる種類の株式の単元株式数又は議決

権の有無若しくはその内容に差異があるときは、その旨及びその理由を欄外に記載すること。 

ｅ 届出書に係る新規発行株式の募集と同時に準備金の資本組入れ等による新規株式の発行が行われ

る場合には、その旨を注記すること。 

 

 

 

 

 

 

(９)～(11) （略） 

(12) 新規発行新株予約権証券 

ａ～ｇ （略） 

ｈ 「新株予約権の目的となる株式の種類」の欄には、新株予約権の目的となる株式の種類及び内容を、

(８)のｂ及びｄに準じて記載すること。 

ｉ～ｏ （略） 

(13) （略） 

(14) 新株予約権付社債に関する事項 

(12)のａ、ｇ、ｈ、ｉ、ｊ、ｋ、ｌ、ｍ及びｎに準じて記載すること。 

(15)～(39) （略） 

(40) 株式の総数等 

  ａ 「発行可能株式総数」の欄には、届出書提出日現在の定款に定められた発行可能株式総数又は発行

可能種類株式総数を記載すること。 

    会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類ごとの発行可能種類株式総数を記載し、「計」

の欄には、発行可能株式総数を記載すること。 

ｂ 「発行済株式」には、発行済株式の種類ごとに「種類」、「発行数」、「上場金融商品取引所名又

は登録認可金融商品取引業協会名」及び「内容」を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 「内容」欄には、単元株式数を含め、株式の内容を具体的に記載すること。 

この場合において、会社が種類株式発行会社であるときは、会社法第108条第１項各号に掲げる事

項について定款、株主総会決議又は取締役会決議により定めた内容及び同法第322条第２項に規定す

る定款の定めの有無を記載すること。 

なお、会社が会社法第107条第１項各号に掲げる事項を定めている場合には、その具体的内容を記

載すること。ただし、「新規発行株式」の「内容」の欄に同一の内容を記載している場合には、その

旨のみを記載することができる。 

ｄ 会社が会社法第108条第１項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種

類の株式（以下「二以上の種類の株式」という。）を発行している場合であって、株式の種類ごとに

類株主総会の決議を必要とする事項及び条件、種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役

又は監査役を選任する株式については選任する取締役又は監査役の数を欄外に記載すること。 

なお、ある種類の株式の内容として会社法第322条第１項の規定による種類株主総会の決議を要し

ない旨定款で定めた場合には、欄外にその旨記載すること。 

また、無議決権株式又は議決権制限株式であっても、定款の定めにより議決権を有することとなる

場合には、その旨及びその内容を欄外に記載することとし、会社が発行する全部の株式の内容につい

て会社法第107条第１項各号に規定する事項を定めた場合には、その具体的な内容を欄外に記載する

こと。 

ｄ 届出書に係る新規発行株式の募集と同時に準備金の資本組入れ等による新規株式の発行が行われ

る場合には、その旨を注記すること。 

(９)～(11) （略） 

(12) 新規発行新株予約権証券 

ａ～ｇ （略） 

（新設） 

 

ｈ～ｎ （略） 

(13) （略） 

(14) 新株予約権付社債に関する事項 

(12)のａ、ｇ、ｈ、ｉ、ｊ、ｋ、ｌ及びｍに準じて記載すること。 

(15)～(39) （略） 

(40) 株式の総数等 

ａ 「発行可能株式総数」の欄には、届出書提出日現在の定款に定められた発行可能株式総数を記載す

ること。 

 

 

ｂ 「発行済株式」の「種類」の欄には、会社が会社法第108条第１項各号に掲げる事項について異な

る定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行するときは、株式の種類を記載し、その種類ご

とに株式の具体的な内容を欄外に記載すること。 

この場合、取得請求権付株式については取得の対価及び請求期間、取得条項付株式については取得

の対価及び取得事由、全部取得条項付種類株式については取得対価の決定方法及び条件、譲渡制限株

式については会社が譲渡を承認したとみなす場合の条件、議決権制限株式については議決権行使事項

及び条件、拒否権付株式については種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とする事項及

び条件、種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任する株式については

選任する取締役又は監査役の数を欄外に記載すること。 

なお、ある種類の株式の内容として会社法第322条第１項の規定による種類株主総会の決議を要し

ない旨定款で定めた場合には、欄外にその旨記載すること。 

また、無議決権株式又は議決権制限株式であっても、定款の定めにより議決権を有することとなる

場合には、その旨及びその内容を欄外に記載することとし、会社が発行する全部の株式の内容につい

て会社法第107条第１項各号に規定する事項を定めた場合には、その具体的な内容を欄外に記載する

こと。 

  （新設） 

 

 

 

 

 

 

  （新設） 

 



異なる数の単元株式数を定めているとき又は議決権の有無若しくはその内容に差異があるときは、そ

の旨及びその理由を欄外に記載すること。この場合において、株式の保有又はその議決権行使につい

て特に記載すべき事項がある場合には、その内容を記載すること。 

ｅ～ｈ 

(41) 新株予約権等の状況 

  ａ 新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合には、最近事業年度の末日並びに届出書提出

日の属する月の前月末現在における当該新株予約権又は当該新株予約権付社債に係る新株予約権の

数、新株予約権のうち自己新株予約権の数、目的となる株式の種類（内容を含む。）及び株式数、行

使時の払込金額、行使期間、行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額、行使

の条件、譲渡に関する事項、代用払込みに関する事項並びに組織再編成行為に伴う交付に関する事項

（(47)において「新株予約権の内容」という。）を記載すること。なお、新株予約権付社債を発行し

ている場合には、その残高についても記載すること。 

  ｂ～ｆ （略） 

(42)・(43) （略） 

(44) 所有者別状況 

ａ 最近日現在の「所有者別状況」について記載すること。ただし、最近日現在のものを記載すること

が困難な場合には、最近事業年度の末日（１年を１事業年度とする会社にあっては、６箇月を１事業

年度とする会社とみなした場合にこの日に対応する日）現在のものによることができる。 

また、その発行する株券等を、株券等の保管及び振替に関する法律（昭和59年法律第30号）に基づ

き、保管振替機関（同法第２条第２項に規定する保管振替機関をいう。）がその保管振替事業におい

て取り扱うことに同意した会社（この様式において「保管振替に係る同意会社」という。）にあって

は、株式の状況全体について、直近の実質株主の通知の基準日（同法第31条第１項の規定による実質

株主の通知の基準となった日をいう。）現在のものにより記載することができる。 

会社が二以上の種類の株式を発行している場合には、種類ごとの所有者別状況が分かるように記載

すること。 

  ｂ～ｄ （略） 

(45) 大株主の状況 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 大株主は所有株式数の多い順に10名程度について記載し、会社法施行規則第67条第１項の規定によ

り議決権を有しないこととなる株主については、その旨を併せて記載すること。ただし、会社が二以

上の種類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めている

とき又は議決権の有無に差異があるときは、所有株式に係る議決権の個数の多い順に10名程度につい

ても併せて記載すること。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所については、市町村（政令指定都市にあっては区）

程度の記載で差し支えない。 

保管振替に係る同意会社が最近日以外の日現在のものにより記載した場合において、当該記載時点

となる日後最近日までの間における大株主の異動について当該同意会社が把握しているものがある

ときは、当該異動の内容を注記すること。 

  ｄ・ｅ （略） 

(46) 議決権の状況 

ａ 最近日現在の「議決権の状況」について記載すること。 

  なお、各欄に記載すべき株式について、二以上の種類の株式を発行している場合は、株式の種類ご

との数が分かるように記載すること。 

ｂ～ｈ （略） 

(47) ストックオプション制度の内容 

  ａ （略） 

  ｂ 当該決議により新株予約権証券を付与する、又は付与している場合には、新株予約権の目的となる

株式の種類（内容を含む。）及び株式数並びに新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条

件、譲渡に関する事項、代用払込みに関する事項及び組織再編成行為に伴う交付に関する事項を記載

 

 

 

  ｃ～ｆ （略） 

(41) 新株予約権等の状況 

  ａ 新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合には、最近事業年度の末日並びに届出書提出

日の属する月の前月末現在における当該新株予約権又は当該新株予約権付社債に係る新株予約権の

数、新株予約権のうち自己新株予約権の数、目的となる株式の種類及び株式数、行使時の払込金額、

行使期間、行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額、行使の条件、譲渡に関

する事項、代用払込みに関する事項並びに組織再編成行為に伴う交付に関する事項（(47)において「新

株予約権の内容」という。）を記載すること。なお、新株予約権付社債を発行している場合には、そ

の残高についても記載すること。 

  ｂ～ｆ （略） 

(42)・(43) （略） 

(44) 所有者別状況 

ａ 最近日現在の「所有者別状況」について記載すること。ただし、最近日現在のものを記載すること

が困難な場合には、最近事業年度の末日（１年を１事業年度とする会社にあっては、６箇月を１事業

年度とする会社とみなした場合にこの日に対応する日）現在のものによることができる。 

また、その発行する株券等を、株券等の保管及び振替に関する法律（昭和59年法律第30号）に基づ

き、保管振替機関（同法第２条第２項に規定する保管振替機関をいう。）がその保管振替事業におい

て取り扱うことに同意した会社（この様式において「保管振替に係る同意会社」という。）にあって

は、株式の状況全体について、直近の実質株主の通知の基準日（同法第31条第１項の規定による実質

株主の通知の基準となった日をいう。）現在のものにより記載することができる。 

 

 

  ｂ～ｄ （略） 

(45) 大株主の状況 

  ａ・ｂ （略） 

  ｃ 大株主は所有株式数の多い順に10名程度について記載し、会社法施行規則第67条第１項の規定によ

り議決権を有しないこととなる株主については、その旨を併せて記載すること。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所については、市町村（政令指定都市にあっては区）

程度の記載で差し支えない。 

保管振替に係る同意会社が最近日以外の日現在のものにより記載した場合において、当該記載時点

となる日後最近日までの間における大株主の異動について当該同意会社が把握しているものがある

ときは、当該異動の内容を注記すること。 

 

 

 

  ｄ・ｅ （略） 

(46) 議決権の状況 

ａ 最近日現在の「議決権の状況」について記載すること。 

 

 

ｂ～ｈ （略） 

(47) ストックオプション制度の内容 

  ａ （略） 

  ｂ 当該決議により新株予約権証券を付与する、又は付与している場合には、新株予約権の目的となる

株式の種類及び株式数並びに新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件、譲渡に関する

事項、代用払込みに関する事項及び組織再編成行為に伴う交付に関する事項を記載すること。 



すること。 

なお、「(２) 新株予約権等の状況」において新株予約権の内容を記載している場合には、その旨

のみを記載することができる。 

  ｃ・ｄ （略） 

(48)～(54) （略） 

(55) 株価の推移 

ａ 株式が金融商品取引所に上場されている場合には、主要な１金融商品取引所の相場を記載し、当該

金融商品取引所名を注記すること。 

なお、二以上の種類の株式が金融商品取引所に上場されている場合には、種類ごとに記載すること。

ｂ 株式が店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている場合には、当該認可金融

商品取引業協会の発表する相場を記載するとともに、その旨を注記すること。 

なお、二以上の種類の株式が認可金融商品取引業協会に登録されている場合には、種類ごとに記載

すること。 

ｃ （略） 

(56) 役員の状況 

  ａ （略） 

  ｂ 「所有株式数」の欄には、他人（仮設人を含む。）名義で所有している株式数を含めた実質所有に

より記載すること。 

なお、会社が二以上の種類の株式を発行している場合には、種類ごとの数を記載すること。 

  ｃ～ｇ （略） 

(57) コーポレート・ガバナンスの状況 

  ａ～ｇ （略） 

  ｈ 会社が種類株式発行会社であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めている場合又は

議決権の有無若しくはその内容に差異がある場合には、その旨及びその理由を記載すること。この場

合において、株式の保有又はその議決権行使について特に記載すべき事項がある場合には、その内容

を記載すること。 

  ｉ 会社と特定の株主の間で利益が相反するおそれがある取引を行う場合に株主（当該取引の当事者で

ある株主を除く。）の利益が害されることを防止するための措置（例えば、いわゆる特別委員会の設

置等）をとる旨を決定している場合には、その旨及びその具体的内容を記載すること。 

(58)～(87) （略） 

なお、「(２) 新株予約権等の状況」において新株予約権の内容を記載している場合には、その旨

のみを記載することができる。 

 

  ｃ・ｄ （略） 

(48)～(54) （略） 

(55) 株価の推移 

ａ 株式が金融商品取引所に上場されている場合には、主要な１金融商品取引所の市場相場を記載し、

当該金融商品取引所名を注記すること。 

 

ｂ 株式が店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている場合には、当該認可金融

商品取引業協会の発表する相場を記載するとともに、その旨を注記すること。 

 

 

ｃ （略） 

(56) 役員の状況 

  ａ （略） 

  ｂ 「所有株式数」の欄には、他人（仮設人を含む。）名義で所有している株式数を含めた実質所有に

より記載すること。 

 

  ｃ～ｇ （略） 

(57) コーポレート・ガバナンスの状況 

  ａ～ｇ （略） 

  （新設） 

 

 

 

  （新設） 

 

 

(58)～(87) （略） 

 



 

改  正  案 現     行 
第二号の二様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【新規発行株式】 

種類 発行数 内容 

   

 ２～10 （略） 

第２・第３ （略） 

第二部～第六部 （略） 

（記載上の注意） 

(１)～(４) （略） 

第二号の二様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【新規発行株式】 

種類 発行数 

  

 ２～10 （略） 

第２・第３ （略） 

第二部～第六部 （略） 

（記載上の注意） 

(１)～(４) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改  正  案 現     行 
第二号の三様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【新規発行株式】 

種類 発行数 内容 

   

 ２～10 （略） 

第２・第３ （略） 

第二部～第五部 （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

 (１)・（２） （略）   

第二号の三様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【新規発行株式】 

種類 発行数 

  

  ２～10 （略） 

第２・第３ （略） 

第二部～第五部 （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

 (１)・（２） （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改  正  案 現     行 
第二号の四様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【新規発行株式】（１） 

種類 発行数 内容 

   

 ２～５ （略） 

第２・第３ （略） 

第二部【企業情報】 

第１～第３ （略） 

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

① （略） 

②【発行済株式】 

種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協

会名 

内容 

    

    

計  － － 

（２）～（７） （略） 

２～６ （略） 

第５～第７ （略） 

第三部・第四部 （略） 

（記載上の注意） 

(略)  

(１) 新規発行株式 

ａ 新規発行株式の種類ごとに、「種類」、「発行数」及び「内容」を記載すること。 

ｂ 「内容」の欄には、単元株式数を含め、株式の内容を具体的に記載すること。 

この場合において、会社が種類株式発行会社であるときは、会社法第108条第１項各号に掲げる事

項について定款、株主総会決議又は取締役会決議により定めた内容及び同法第322条第２項に規定す

る定款の定めの有無を記載すること。 

なお、会社が会社法第107条第１項各号に掲げる事項を定めている場合には、その具体的内容を記

載すること。 

ｃ 欄外には、新株発行を決議した取締役会若しくは株主総会の決議年月日又は行政庁の認可を受けた

年月日を記載すること。一部払込発行の場合には、その決議内容についても記載すること。 

ｄ 会社が新規発行株式と異なる種類の株式についての定めを定款に定めている場合には、欄外にその

旨を記載すること。この場合において、新規発行株式と当該異なる種類の株式の単元株式数又は議決

権の有無若しくはその内容に差異があるときは、その旨及びその理由を欄外に記載すること。 

第二号の四様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【新規発行株式】（１） 

種類 発行数 

  

 ２～５ （略） 

第２・第３ （略） 

第二部【企業情報】 

第１～第３ （略） 

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

① （略） 

②【発行済株式】 

種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所名又は登録

認可金融商品取引業協会名 

 

   

   

計  － 

 （２）～（７） （略） 

２～６ （略） 

第５～第７ （略） 

第三部・第四部 （略） 

（記載上の注意） 

(略)  

(１) 新規発行株式 

    ａ 「種類」の欄には、「普通株」のように記載すること。 

ｂ 「発行数」の欄には、「種類」の欄の区分に従い発行数を記載すること。 

ｃ 欄外には、新株発行を決議した取締役会若しくは株主総会の決議年月日又は行政庁の認可を受けた

年月日を記載すること。 

  

 

 

 

 

 

 

 



(２)～(12) （略） 

(13) 第三者割当等の概況 

  ａ 第三者割当等による株式等の発行の内容 

   (a)・(b) （略） 

(c) 「発行数」の欄には、新株予約権又は新株予約権付社債の場合には当該新株予約権の目的となる

株式の種類及び数を記載すること。 

   (d)～(g) （略） 

  ｂ・ｃ （略） 

(14) 株主の状況   

ａ （略） 

ｂ 所有株式数（他人（仮設人を含む。）名義のもの及び新株予約権の行使その他提出会社に対して新

株の発行を請求できる権利の行使により発行される可能性のあるものを含む。）の多い順に50名程度

について記載し、会社法施行規則第67条第１項の規定により議決権を有しないこととなる株主につい

ては、その旨を付記すること。ただし、所有株式数が1,000株以下である者については、所有株式数

ごとに人数のみを記載しても差し支えない。 

なお、会社が会社法第108条第１項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以

上の種類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めている

とき又は議決権の有無に差異があるときは、所有株式に係る議決権の個数の多い順に10名程度につい

ても併せて記載すること。 

ｃ～ｇ （略） 

(２)～(12) （略） 

(13) 第三者割当等の概況 

  ａ 第三者割当等による株式等の発行の内容 

   (a)・(b) （略） 

(c) 「発行数」の欄には、新株予約権又は新株予約権付社債の場合には当該新株予約権の目的となる

株式の数を記載すること。 

   (d)～(g) （略） 

  ｂ・ｃ （略） 

(14) 株主の状況 

  ａ （略） 

  ｂ 所有株式数（他人（仮設人を含む。）名義のもの及び新株予約権の行使その他提出会社に対して新

株の発行を請求できる権利の行使により発行される可能性のあるものを含む。）の多い順に50名程度

について記載し、会社法施行規則第67条第１項の規定により議決権を有しないこととなる株主につい

ては、その旨を付記すること。ただし、所有株式数が1,000株以下である者については、所有株式数

ごとに人数のみを記載しても差し支えない。 

  

 

 

 

  ｃ～ｇ （略） 

 



 

改  正  案 現     行 

第二号の五様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【新規発行株式】（８） 

種類 発行数 内容 

   

 ２～11 （略） 

第２・第３ （略） 

第二部 （略） 

第三部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１～３ （略） 

４【株式等の状況】（29） 

（１）【株式の総数等】 

① （略） 

②【発行済株式】 

種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協

会名 

内容 

    

    

計  － － 

（２）～（８） （略） 

５～９ （略） 

第２～第６ （略） 

第四部～第七部 （略） 

（記載上の注意） 

(１)～(７) （略） 

(８) 新規発行株式 

ａ 新規発行株式の種類ごとに、「種類」、「発行数」及び「内容」を記載すること。 

ｂ 「内容」の欄には、単元株式数を含め、株式の内容を具体的に記載すること。 

この場合において、会社が種類株式発行会社であるときは、会社法第108条第１項各号に掲げる事

項について定款、株主総会決議又は取締役会決議により定めた内容及び同法第322条第２項に規定す

る定款の定めの有無を記載すること。 

なお、会社が会社法第107条第１項各号に掲げる事項を定めている場合には、その具体的内容を記

載すること。 

ｃ 欄外には、新株発行を決議した取締役会若しくは株主総会の決議の年月日又は行政庁の認可を受け

た年月日を記載すること。一部払込発行の場合には、その決議内容についても記載すること。 

 

第二号の五様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【新規発行株式】（８） 

種類 発行数 

  

 ２～11 （略） 

第２・第３ （略） 

第二部 （略） 

第三部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１～３ （略） 

４【株式等の状況】（29） 

（１）【株式の総数等】 

① （略） 

②【発行済株式】 

種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所名又は登録

認可金融商品取引業協会名 

 

   

   

計  － 

（２）～（８） （略） 

５～９ （略） 

第２～第６ （略） 

第四部～第七部 （略） 

（記載上の注意） 

(１)～(７) （略） 

(８) 新規発行株式 

ａ 「種類」の欄には、「普通株」のように記載すること。 

ｂ 「発行数」の欄には、「種類」の欄の区分に従い発行数を記載すること。 

ｃ 欄外には、新株発行を決議した取締役会若しくは株主総会の決議の年月日又は行政庁の認可を受け

た年月日を記載すること。一部払込発行の場合には、その決議内容についても記載すること。 

また、会社が会社法第108条第１項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上

の種類の株式を発行するときは、株式の種類を記載し、その種類ごとに株式の具体的な内容を欄外に

記載すること。 

この場合、取得請求権付株式については取得の対価及び請求期間、取得条項付株式については取得

の対価及び取得事由、全部取得条項付種類株式については取得対価の決定方法及び条件、譲渡制限株

式については会社が譲渡を承認したとみなす場合の条件、議決権制限株式については議決権行使事項



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ 会社が新規発行株式と異なる種類の株式についての定めを定款に定めている場合には、欄外にその

旨を記載すること。この場合において、新規発行株式と当該異なる種類の株式の単元株式数又は議決

権の有無若しくはその内容に差異があるときは、その旨及びその理由を欄外に記載すること。 

  ｅ （略） 

(９)～(11) （略） 

(12) 新規発行新株予約権証券 

ａ～ｇ （略） 

ｈ 「新株予約権の目的となる株式の種類」の欄には、新株予約権の目的となる株式の種類及び内容を、

(８)のｂ及びｄに準じて記載すること。 

ｉ～ｏ （略） 

(13) （略） 

(14) 新株予約権付社債に関する事項 

(12)のａ、ｇ、ｈ、ｉ、ｊ、ｋ、ｌ、ｍ及びｎに準じて記載すること。 

(15)～(59) （略）   

及び条件、拒否権付株式については種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とする事項及

び条件、種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任する株式については

選任する取締役又は監査役の数を欄外に記載すること。 

なお、ある種類の株式の内容として会社法第322条第１項の規定による種類株主総会の決議を要しな

い旨定款で定めた場合には、欄外にその旨記載すること。 

また、無議決権株式又は議決権制限株式であっても、定款の定めにより議決権を有することとなる

場合には、その旨及びその内容を欄外に記載することとし、会社が発行する全部の株式の内容につい

て会社法第107条第１項各号に規定する事項を定めた場合には、その具体的な内容を欄外に記載するこ

と。 

  （新設） 

 

 

  ｄ （略） 

(９)～(11) （略） 

(12) 新規発行新株予約権証券 

ａ～ｇ （略） 

（新設） 

 

ｈ～ｎ （略） 

(13) （略） 

(14) 新株予約権付社債に関する事項 

(12)のａ、ｇ、ｈ、ｉ、ｊ、ｋ、ｌ及びｍに準じて記載すること。 

(15)～(59) （略）   

 



 

改  正  案 現     行 

第二号の六様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【新規発行株式】 

種類 発行数 内容 

   

 ２～10 （略） 

第２・第３ （略） 

第二部 （略） 

第三部【企業情報】 

第１～第３ （略） 

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

① （略） 

②【発行済株式】 

種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協

会名 

内容 

    

    

計  － － 

（２）～（８） （略） 

２～６ （略） 

第５～第７ （略） 

第四部～第六部 （略） 

（記載上の注意） 

(略)  

(１) （略） 

(２) 組織再編成（公開買付け）の当事会社の概要 

ａ 組織再編成当事会社が提出会社以外の会社であって、継続開示会社に該当しない場合には、当該組

織再編成当事会社について、商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、

総資産の額、事業の内容及び大株主（発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合の多い順に５

名をいう。ｅにおいて同じ。）並びに最近３事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益につ

いて分かりやすく記載すること。また、提出会社との関係（資本関係、役員の兼任関係、取引関係等）

を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

会社が会社法第108条第１項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種

類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めているとき又

第二号の六様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【新規発行株式】 

種類 発行数 

  

 ２～10 （略） 

第２・第３ （略） 

第二部 （略） 

第三部【企業情報】 

第１～第３ （略） 

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

① （略） 

②【発行済株式】 

種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所名又は登録

認可金融商品取引業協会名 

 

   

   

計  － 

（２）～（８） （略） 

２～６ （略） 

第５～第７ （略） 

第四部～第六部 （略） 

（記載上の注意） 

(略) 

(１) （略） 

(２) 組織再編成（公開買付け）の当事会社の概要 

ａ 組織再編成当事会社が提出会社以外の会社であって、継続開示会社に該当しない場合には、当該組

織再編成当事会社について、商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、

総資産の額、事業の内容及び大株主（発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合の多い順に５

名をいう。ｅにおいて同じ。）並びに最近３事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益につ

いて分かりやすく記載すること。また、提出会社との関係（資本関係、役員の兼任関係、取引関係等）

を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

 

 



は議決権の有無に差異があるときは、大株主として、所有株式に係る議決権の個数の多い株主５名を

記載すること（ｅにおいて同じ。）。 

ｂ～ｅ （略） 

(３)～(10) （略）  

 

 

ｂ～ｅ （略） 

(３)～(10) （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

改  正  案 現     行 
第二号の七様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【新規発行株式】 

種類 発行数 内容 

   

 ２～５ （略） 

第２・第３ （略） 

第二部 （略） 

第三部【企業情報】 

第１～第３ （略） 

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

① （略） 

②【発行済株式】 

種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名 

内容 

    

    

計  － － 

（２）～（７） （略） 

２～６ （略） 

第５～第７ （略） 

第三部～第六部 （略） 

（記載上の注意）  

（略） 

第二号の七様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【新規発行株式】 

種類 発行数 

  

 ２～５ （略） 

第２・第３ （略） 

第二部 （略） 

第三部【企業情報】 

第１～第３ （略） 

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

① （略） 

②【発行済株式】 

種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所名又は登録

認可金融商品取引業協会名 

 

   

   

計  － 

（２）～（７） （略） 

２～６ （略） 

第５～第７ （略） 

第三部～第六部 （略） 

（記載上の注意）  

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改  正  案 現     行 
第三号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

以下の規定により第二号様式の記載上の注意に準じて当該規定に係る記載をする場合には、「第一部 企

業情報」の「第４ 提出会社の状況」の「２ 自己株式の取得等の状況」を除き、第二号様式記載上の注意

中「届出書提出日」、「届出書提出日の最近日」及び「最近日」とあるのは「当連結会計年度末」（連結財

務諸表を作成していない場合には「当事業年度末」）と、「最近５連結会計年度」とあるのは「当連結会計

年度の前４連結会計年度及び当連結会計年度」と、「最近２連結会計年度」及び「最近２連結会計年度等」

とあるのは「当連結会計年度の前連結会計年度及び当連結会計年度」と、「最近連結会計年度」及び「最近

連結会計年度等」とあるのは「当連結会計年度」と、「最近連結会計年度末」及び「最近連結会計年度末等」

とあるのは「当連結会計年度末」と、「最近５事業年度」とあるのは「当事業年度の前４事業年度及び当事

業年度」と、「最近２事業年度」及び「最近２事業年度等」とあるのは「当事業年度の前事業年度及び当事

業年度」と、「最近事業年度」及び「最近事業年度等」とあるのは「当事業年度」と、「最近事業年度末」

とあるのは「当事業年度末」と、「届出書に記載した」とあるのは「有価証券報告書に記載した」と読み替

えるものとする。 

(１)～(19) （略） 

(20) 株式の総数等 

ａ 「発行可能株式総数」の欄には、当事業年度末現在の定款に定められた発行可能株式総数又は発行

可能種類株式総数を記載すること。 

会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類ごとの発行可能種類株式総数を記載し、「計」

の欄には、発行可能株式総数を記載すること。 

なお、当事業年度の末日後報告書の提出日までの間に定款に定められた発行可能株式総数に増減が

あった場合には、その旨、その決議があった日、株式数が増減した日、増減株式数及び増減後の株式

の総数を欄外に記載すること。 

ｂ 「発行済株式」には、発行済株式の種類ごとに「種類」、「事業年度末現在発行数」、「提出日現

在発行数」、「上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名」及び「内容」を記載する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ｃ 「内容」の欄には、単元株式数を含め、株式の内容を具体的に記載すること。 

この場合において、会社が種類株式発行会社であるときは、会社法第108条第１項各号に掲げる事

項について定款、株主総会決議又は取締役会決議により定めた内容及び同法第322条第２項に規定す

る定款の定めの有無を記載すること。 

なお、会社が会社法第107条第１項各号に掲げる事項を定めている場合には、その具体的内容を記

載すること。 

第三号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

以下の規定により第二号様式の記載上の注意に準じて当該規定に係る記載をする場合には、「第一部

企業情報」の「第４ 提出会社の状況」の「２ 自己株式の取得等の状況」を除き、第二号様式記載上の

注意中「届出書提出日」、「届出書提出日の最近日」及び「最近日」とあるのは「当連結会計年度末」（連

結財務諸表を作成していない場合には「当事業年度末」）と、「最近５連結会計年度」とあるのは「当連

結会計年度の前４連結会計年度及び当連結会計年度」と、「最近２連結会計年度」及び「最近２連結会計

年度等」とあるのは「当連結会計年度の前連結会計年度及び当連結会計年度」と、「最近連結会計年度」

及び「最近連結会計年度等」とあるのは「当連結会計年度」と、「最近連結会計年度末」及び「最近連結

会計年度末等」とあるのは「当連結会計年度末」と、「最近５事業年度」とあるのは「当事業年度の前４

事業年度及び当事業年度」と、「最近２事業年度」及び「最近２事業年度等」とあるのは「当事業年度の

前事業年度及び当事業年度」と、「最近事業年度」及び「最近事業年度等」とあるのは「当事業年度」と、

「最近事業年度末」とあるのは「当事業年度末」と、「届出書に記載した」とあるのは「有価証券報告書

に記載した」と読み替えるものとする。 

(１)～(19) （略） 

(20)  株式の総数等 

ａ 「発行可能株式総数」の欄には、当事業年度末現在の定款に定められた発行可能株式総数を記載

すること。 

なお、当事業年度の末日後報告書の提出日までの間に定款に定められた発行可能株式総数に増減

があった場合には、その旨、その決議があった日、株式数が増（減）した日、増（減）株式数及び

増（減）後の株式の総数を欄外に記載すること。 

ｂ 「発行済株式」の「種類」の欄には、会社が会社法第108条第１項各号に掲げる事項について異

なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行するときは、株式の種類を記載し、その種

類ごとに株式の具体的な内容を欄外に記載すること。 

この場合、取得請求権付株式については取得の対価及び請求期間、取得条項付株式については取

得の対価及び取得事由、全部取得条項付種類株式については取得対価の決定方法及び条件、譲渡制

限株式については会社が譲渡を承認したとみなす場合の条件、議決権制限株式については議決権行

使事項及び条件、拒否権付株式については種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とす

る事項及び条件、種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任する株式

については選任する取締役又は監査役の数を欄外に記載すること。 

なお、ある種類の株式の内容として、会社法第322条第１項の規定による種類株主総会の決議を

要しない旨定款で定めた場合には、欄外にその旨記載すること。 

また、無議決権株式又は議決権制限株式であっても、定款の定めにより議決権を有することとな

る場合には、その旨及びその内容を欄外に記載することとし、会社が発行する全部の株式の内容に

ついて会社法第107条第１項各号に規定する事項を定めた場合には、その具体的な内容を欄外に記

載すること。 

（新設） 

 

 

 

 

 



ｄ 会社が会社法第108条第１項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種

類の株式（以下「二以上の種類の株式」という。）を発行している場合であって、株式の種類ごとに

異なる数の単元株式数を定めているとき又は議決権の有無若しくはその内容に差異があるときは、そ

の旨及びその理由を欄外に記載すること。この場合において、株式の保有又はその議決権行使につい

て特に記載すべき事項がある場合には、その内容を記載すること。 

   ｅ～ｈ （略） 

(21) 新株予約権等の状況 

ａ 新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合には、当事業年度の末日並びに報告書提出日

の属する月の前月末現在における当該新株予約権又は当該新株予約権付社債に係る新株予約権の数、

新株予約権のうち自己新株予約権の数、目的となる株式の種類（内容を含む。）及び株式数、行使時

の払込金額、行使期間、行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額、行使の条

件、譲渡に関する事項、代用払込みに関する事項並びに組織再編成行為に伴う交付に関する事項を記

載すること。なお、新株予約権付社債を発行している場合には、その残高についても記載すること。 

  ｂ～ｆ （略） 

(22)・(23) （略） 

(24) 所有者別状況 

ａ 当事業年度末現在の「所有者別状況」について記載すること。 

会社が二以上の種類の株式を発行している場合には、種類ごとの所有者別状況が分かるように記載

すること。 

ｂ～ｄ （略） 

(25) 大株主の状況 

  ａ・ｂ （略） 

  ｃ 大株主は所有株式数の多い順に10名程度について記載し、会社法施行規則（平成18年法務省令第12

号）第67条の規定により議決権を有しないこととなる株主については、その旨を併せて記載すること。

ただし、会社が二以上の種類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元

株式数を定めているとき又は議決権の有無に差異があるときは、所有株式に係る議決権の個数の多い

順に10名程度についても併せて記載すること。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載して

も差し支えない。 

  ｄ・ｅ （略） 

(26) 議決権の状況 

ａ 当事業年度末現在の「議決権の状況」について記載すること。 

  なお、各欄に記載すべき株式について、二以上の種類の株式を発行している場合は、株式の種類ご

との数が分かるように記載すること。 

ｂ～ｉ （略） 

(27)～(35) （略） 

(36) 役員の状況 

ａ・ｂ （略） 

  ｃ 「所有株式数」の欄には、他人（仮設人を含む。）名義で所有している株式数を含めた実質所有に

より記載すること。 

なお、会社が二以上の種類の株式を発行している場合には、種類ごとの数を記載すること。 

  ｄ～ｆ （略） 

(37)～(65) （略） 

  （新設） 

 

 

 

 

ｃ～ｆ （略） 

(21) 新株予約権等の状況 

ａ 新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合には、当事業年度の末日並びに報告書提出

日の属する月の前月末現在における当該新株予約権又は当該新株予約権付社債に係る新株予約権

の数、新株予約権のうち自己新株予約権の数、目的となる株式の種類及び株式数、行使時の払込金

額、行使期間、行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額、行使の条件、譲

渡に関する事項、代用払込みに関する事項並びに組織再編成行為に伴う交付に関する事項を記載す

ること。なお、新株予約権付社債を発行している場合には、その残高についても記載すること。 

  ｂ～ｆ （略） 

(22)・(23) （略） 

(24) 所有者別状況 

ａ 当事業年度末現在の「所有者別状況」について記載すること。 

 

 

ｂ～ｄ （略） 

(25)  大株主の状況 

  ａ・ｂ （略） 

  ｃ 大株主は所有株式数の多い順に10名程度について記載し、会社法施行規則第67条の規定により議

決権を有しないこととなる株主については、その旨を併せて記載すること。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載し

ても差し支えない。 

   

 

 

ｄ・ｅ （略） 

(26) 議決権の状況 

ａ 当事業年度末現在の「議決権の状況」について記載すること。 

 

 

ｂ～ｉ （略） 

(27)～(65) （略） 

(36) 役員の状況 

ａ・ｂ （略） 

  ｃ 「所有株式数」の欄には、他人（仮設人を含む。）名義で所有している株式数を含めた実質所有

により記載すること。 

 

  ｄ～ｆ （略） 

(37)～(65) （略） 

 
 

 

 



 

改  正  案 現     行 
第四号の三様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 四半期報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

(１)～(12) （略） 

(13) 株式の総数等 

  ａ 「発行可能株式総数」の欄には、当四半期会計期間の末日現在の定款に定められた発行可能株式総

数又は発行可能種類株式総数を記載すること。 

    会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類ごとの発行可能種類株式総数を記載し、「計」

の欄には、発行可能株式総数を記載すること。 

なお、当四半期会計期間の末日後四半期報告書の提出日までの間に定款に定められた会社が発行す

る株式の総数に増減があった場合には、その旨、その決議があった日、株式数が増減した日、増減株

式数及び増減後の株式の総数を欄外に記載すること。 

ｂ 「発行済株式」には、発行済株式の種類ごとに「種類」、「第 四半期会計期間末現在発行数」、

「提出日現在発行数」、「上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名」及び「内容」

を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 「内容」の欄には、単元株式数を含め、株式の内容を具体的に記載すること。 

この場合において、会社が種類株式発行会社であるときは、会社法第108条第１項各号に掲げる事

項について定款、株主総会決議又は取締役会決議により定めた内容及び同法第322条第２項に規定す

る定款の定めの有無を記載すること。 

なお、会社が会社法第107条第１項各号に掲げる事項を定めている場合には、その具体的内容を記

載すること。 

ｄ 会社が会社法第108条第１項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種

類の株式（以下「二以上の種類の株式」という。）を発行している場合であって、株式の種類ごとに

異なる数の単元株式数を定めているとき又は議決権の有無若しくはその内容に差異があるときは、そ

の旨及びその理由を欄外に記載すること。この場合において、株式の保有又はその議決権行使につい

て特に記載すべき事項がある場合には、その内容を記載すること。 

  ｅ～ｈ （略） 

(14) 新株予約権等の状況 

  ａ 新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合には、当四半期会計期間の末日現在における

当該新株予約権又は当該新株予約権付社債に係る新株予約権の数、新株予約権のうち自己新株予約権

第四号の三様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 四半期報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

(１)～(12) （略） 

(13) 株式の総数等 

ａ 「発行可能株式総数」の欄には、当四半期会計期間の末日現在の定款に定められた発行可能株式総

数を記載すること。 

なお、当四半期会計期間の末日後四半期報告書の提出日までの間に定款に定められた会社が発行す

る株式の総数に増減があった場合には、その旨、その決議があった日、株式数が増（減）した日、増

（減）株式数及び増（減）後の株式の総数を欄外に記載すること。 

 

 

ｂ 「発行済株式」の「種類」の欄には、会社が会社法第108条第１項各号に掲げる事項について異な

る定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行するときは、株式の種類を記載し、その種類ご

とに株式の具体的な内容を欄外に記載すること。 

この場合、取得請求権付株式については取得の対価及び請求期間、取得条項付株式については取得

の対価及び取得事由、全部取得条項付種類株式については取得対価の決定方法及び条件、譲渡制限株

式については会社が譲渡を承認したとみなす場合の条件、議決権制限株式については議決権行使事項

及び条件、拒否権付株式については種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とする事項及

び条件、種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任する株式については

選任する取締役又は監査役の数を含めて欄外に記載すること。 

なお、ある種類の株式の内容として、会社法第322条第１項の規定による種類株主総会の決議を要

しない旨定款で定めた場合には、欄外にその旨記載すること。 

また、無議決権株式又は議決権制限株式であっても、定款の定めにより議決権を有することとなる

場合には、その旨及びその内容を欄外に記載することとし、会社が発行する全部の株式の内容につい

て会社法第107条第１項各号に規定する事項を定めた場合には、その具体的な内容を欄外に記載する

こと。 

  （新設） 

 

 

 

 

 

  （新設） 

 

 

 

 

ｃ～ｆ （略） 

(14) 新株予約権等の状況 

  ａ 新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合には、当四半期会計期間の末日現在における

当該新株予約権又は当該新株予約権付社債に係る新株予約権の数、新株予約権のうち自己新株予約権



の数、目的となる株式の種類（内容を含む。）及び株式数、行使時の払込金額、行使期間、行使によ

り株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額、行使の条件、譲渡に関する事項、代用払込

みに関する事項並びに組織再編成行為に伴う交付に関する事項を記載すること。なお、新株予約権付

社債を発行している場合には、その残高についても記載すること。 

  ｂ～ｆ （略） 

(15)・(16) （略） 

(17)  大株主の状況 

  ａ・ｂ （略） 

  ｃ 「大株主」は、所有株式数の多い順に10名程度について記載し、会社法施行規則第67条第１項の規

定により議決権を有しないこととなる株主については、その旨を併せて記載すること。ただし、会社

が二以上の種類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定め

ているとき又は議決権の有無に差異があるときは、所有株式に係る議決権の個数の多い順に10名程度

についても併せて記載すること。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載して

も差し支えない。 

  ｄ・ｅ （略） 

(18) 議決権の状況 

ａ 当四半期会計期間の末日現在の「議決権の状況」について記載すること。 

  なお、各欄に記載すべき株式について、二以上の種類の株式を発行している場合は、株式の種類ご

との数が分かるように記載すること。 

ｂ～ｈ （略） 

(19) 株価の推移 

ａ 株式が金融商品取引所に上場されている場合には、主要な１金融商品取引所の市場相場を記載し、

当該金融商品取引所名を注記すること。 

  なお、二以上の種類の株式が金融商品取引所に上場されている場合には、種類ごとに記載すること。

ｂ 株式が店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている場合には、当該認可金融

商品取引業協会の発表する相場を記載するとともに、その旨を注記すること。 

  なお、二以上の種類の株式が認可金融商品取引業協会に登録されている場合には、種類ごとに記載

すること。 

ｃ （略） 

(20) 役員の状況 

ａ （略） 

ｂ 新任役員については、その役職名、氏名、生年月日、主要略歴（例えば、入社年月、役員就任直前

の役職名、役員就任年月、他の主要な会社の代表取締役に就任している場合の当該役職名、中途入社

の場合における前職）、任期及び所有株式数を記載すること（所有株式数は、他人（仮設人を含む。）

名義で所有している株式数を含めた実質所有により記載すること。なお、会社が二以上の種類の株式

を発行している場合には、種類ごとの数を記載すること。）。また、他の役員と二親等内の親族関係

がある場合には、その内容を記載すること。 

なお、相互会社の場合にあっては、「所有株式数」の記載を要しない。 

ｃ～ｅ （略） 

(21)～(37) （略） 

の数、目的となる株式の種類及び株式数、行使時の払込金額、行使期間、行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額、行使の条件、譲渡に関する事項、代用払込みに関する事項並

びに組織再編成行為に伴う交付に関する事項を記載すること。なお、新株予約権付社債を発行してい

る場合には、その残高についても記載すること。 

  ｂ～ｆ （略） 

(15)・(16) （略） 

(17)  大株主の状況 

  ａ・ｂ （略） 

  ｃ 「大株主」は、所有株式数の多い順に10名程度について記載し、会社法施行規則第67条第１項の規

定により議決権を有しないこととなる株主については、その旨を併せて記載すること。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載して

も差し支えない。 

   

 

 

ｄ・ｅ （略） 

(18) 議決権の状況 

ａ 当四半期会計期間の末日現在の「議決権の状況」について記載すること。 

 

 

ｂ～ｈ （略） 

(19) 株価の推移 

ａ 株式が金融商品取引所に上場されている場合には、主要な１金融商品取引所の市場相場を記載し、

当該金融商品取引所名を注記すること。 

 

ｂ 株式が店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている場合には、当該認可金融

商品取引業協会の発表する相場を記載するとともに、その旨を注記すること。 

 

 

ｃ （略） 

(20) 役員の状況 

ａ （略） 

ｂ 新任役員については、その役職名、氏名、生年月日、主要略歴（例えば、入社年月、役員就任直前

の役職名、役員就任年月、他の主要な会社の代表取締役に就任している場合の当該役職名、中途入社

の場合における前職）、任期及び所有株式数を記載すること（所有株式数は、他人（仮設人を含む。）

名義で所有している株式数を含めた実質所有により記載すること。）。また、他の役員と二親等内の親

族関係がある場合には、その内容を記載すること。 

なお、相互会社の場合にあっては、「所有株式数」の記載を要しない。 

 

ｃ～ｅ （略） 

(21)～(37) （略） 

 



 

改  正  案 現     行 
第五号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 半期報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

(１)～(15) （略） 

(16) 株式の総数等 

  ａ 「発行可能株式総数」の欄には、当中間会計期間の末日現在の定款に定められた発行可能株式総数

又は発行可能種類株式総数を記載すること。 

    会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類ごとの発行可能種類株式総数を記載し、「計」

の欄には、発行可能株式総数を記載すること。 

なお、当中間会計期間の末日後半期報告書の提出日までの間に定款に定められた会社が発行する株

式の総数に増減があった場合には、その旨、その決議があった日、株式数が増減した日、増減株式数

及び増減後の株式の総数を欄外に記載すること。 

ｂ 「発行済株式」には、発行済株式の種類ごとに「種類」、「中間会計期間末現在発行数」、「提出

日現在発行数」、「上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名」及び「内容」を記載

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 「内容」の欄には、単元株式数を含め、株式の内容を具体的に記載すること。 

この場合において、会社が種類株式発行会社であるときは、会社法第108条第１項各号に掲げる事

項について定款、株主総会決議又は取締役会決議により定めた内容及び同法第322条第２項に規定す

る定款の定めの有無を記載すること。 

なお、会社が会社法第107条第１項各号に掲げる事項を定めている場合には、その具体的内容を記

載すること。 

ｄ 会社が会社法第108条第１項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種

類の株式（以下「二以上の種類の株式」という。）を発行している場合であって、株式の種類ごとに

異なる数の単元株式数を定めているとき又は議決権の有無若しくはその内容に差異があるときは、そ

の旨及びその理由を欄外に記載すること。この場合において、株式の保有又はその議決権行使につい

て特に記載すべき事項がある場合にはその内容を記載すること。 

ｅ～ｈ （略） 

(17) 新株予約権等の状況 

  ａ 新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合には、当中間会計期間の末日現在並びに報告

書提出日の属する月の前月末現在における当該新株予約権又は当該新株予約権付社債に係る新株予

第五号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 半期報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

(１)～(15) （略） 

(16) 株式の総数等 

ａ 「発行可能株式総数」の欄には、当中間会計期間の末日現在の定款に定められた発行可能株式総数

を記載すること。 

なお、当中間会計期間の末日後半期報告書の提出日までの間に定款に定められた発行可能株式総数

に増減があった場合には、その旨、その決議があった日、株式数が増（減）した日、増（減）株式数

及び増（減）後の株式の総数を欄外に記載すること。 

 

 

ｂ 「発行済株式」の「種類」の欄には、会社が会社法第108条第１項各号に掲げる事項について異な

る定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行するときは、株式の種類を記載し、その種類ご

とに株式の具体的な内容を欄外に記載すること。 

この場合、取得請求権付株式については取得の対価及び請求期間、取得条項付株式については取得

の対価及び取得事由、全部取得条項付種類株式については取得対価の決定方法及び条件、譲渡制限株

式については会社が譲渡を承認したとみなす場合の条件、議決権制限株式については議決権行使事項

及び条件、拒否権付株式については種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とする事項及

び条件、種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任する株式については

選任する取締役又は監査役の数を欄外に記載すること。 

なお、ある種類の株式の内容として会社法第322条第１項の規定による種類株主総会の決議を要し

ない旨定款で定めた場合には、欄外にその旨記載すること。 

また、無議決権株式又は議決権制限株式であっても、定款の定めにより議決権を有することとなる

場合には、その旨及びその内容を欄外に記載することとし、会社が発行する全部の株式の内容につい

て会社法第107条第１項各号に規定する事項を定めた場合には、その具体的な内容を欄外に記載する

こと。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

   

 

 

 

ｃ～ｆ （略） 

(17) 新株予約権等の状況 

  ａ 新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合には、当中間会計期間の末日現在並びに報告

書提出日の属する月の前月末現在における当該新株予約権又は当該新株予約権付社債に係る新株予



約権の数、新株予約権のうち自己新株予約権の数、目的となる株式の種類（内容を含む。）及び株式

数、行使時の払込金額、行使期間、行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額、

行使の条件、譲渡に関する事項、代用払込みに関する事項並びに組織再編成行為に伴う交付に関する

事項を記載すること。なお、新株予約権付社債を発行している場合には、その残高についても記載す

ること。 

  ｂ～ｆ （略） 

(18)・(19) （略） 

(20) 大株主の状況 

  ａ・ｂ （略） 

  ｃ 「大株主」は、所有株式数の多い順に10名程度について記載し、会社法施行規則第67条第１項の規

定により議決権を有しないこととなる株主については、その旨を併せて記載すること。ただし、会社

が二以上の種類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定め

ているとき又は議決権の有無に差異があるときは、所有株式に係る議決権の個数の多い順に10名程度

についても併せて記載すること。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載して

も差し支えない。 

  ｄ・ｅ （略） 

(21) 議決権の状況 

ａ 当中間会計期間の末日現在の「議決権の状況」について記載すること。 

  なお、各欄に記載すべき株式について、二以上の種類の株式を発行している場合は、株式の種類ご

との数が分かるように記載すること。 

ｂ～ｈ （略） 

(22) 株価の推移 

ａ 株式が金融商品取引所に上場されている場合には、主要な１金融商品取引所の市場相場を記載し、

当該金融商品取引所名を注記すること。 

  なお、二以上の種類の株式が金融商品取引所に上場されている場合には、種類ごとに記載すること。

ｂ 株式が店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている場合には、当該認可金融

商品取引業協会の発表する相場を記載するとともに、その旨を注記すること。 

  なお、二以上の種類の株式が認可金融商品取引業協会に登録されている場合には、種類ごとに記載

すること。 

ｃ （略） 

(23) 役員の状況 

  ａ （略） 

  ｂ 新任役員については、その役職名、氏名、生年月日、主要略歴（例えば、入社年月、役員就任直前

の役職名、役員就任年月、他の主要な会社の代表取締役に就任している場合の当該役職名、中途入社

の場合における前職）、任期及び所有株式数を記載すること（所有株式数は、他人（仮設人を含む。）

名義で所有している株式数を含めた実質所有により記載すること。なお、会社が二以上の種類の株式

を発行している場合には、種類ごとの数を記載すること。）。また、他の役員と二親等内の親族関係

がある場合には、その内容を記載すること。 

    なお、相互会社の場合にあっては、「所有株式数」の記載を要しない。 

  ｃ～ｅ （略） 

(24)～(45) （略） 

約権の数、新株予約権のうち自己新株予約権の数、目的となる株式の種類及び株式数、行使時の払込

金額、行使期間、行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額、行使の条件、譲

渡に関する事項、代用払込みに関する事項並びに組織再編成行為に伴う交付に関する事項を記載する

こと。なお、新株予約権付社債を発行している場合には、その残高についても記載すること。 

 

  ｂ～ｆ （略） 

(18)・(19) （略） 

(20)  大株主の状況 

  ａ・ｂ （略） 

  ｃ 「大株主」は、所有株式数の多い順に10名程度について記載し、会社法施行規則第67条第１項の規

定により議決権を有しないこととなる株主については、その旨を併せて記載すること。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載して

も差し支えない。 

   

 

 

ｄ・ｅ （略） 

(21) 議決権の状況 

ａ 当中間会計期間の末日現在の「議決権の状況」について記載すること。 

 

 

ｂ～ｈ （略） 

(22) 株価の推移 

ａ 株式が金融商品取引所に上場されている場合には、主要な１金融商品取引所の市場相場を記載し、

当該金融商品取引所名を注記すること。 

 

ｂ 株式が店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている場合には、当該認可金融

商品取引業協会の発表する相場を記載するとともに、その旨を注記すること。 

 

 

ｃ （略） 

(23) 役員の状況 

  ａ （略） 

  ｂ 新任役員については、その役職名、氏名、生年月日、主要略歴（例えば、入社年月、役員就任直前

の役職名、役員就任年月、他の主要な会社の代表取締役に就任している場合の当該役職名、中途入社

の場合における前職）、任期及び所有株式数を記載すること（所有株式数は、他人（仮設人を含む。）

名義で所有している株式数を含めた実質所有により記載すること。）。また、他の役員と二親等内の

親族関係がある場合には、その内容を記載すること。 

    なお、相互会社の場合にあっては、「所有株式数」の記載を要しない。 

 

  ｃ～ｅ （略） 

(24)～(45) （略） 

 



 

改  正  案 現     行 

第五号の三様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 臨時報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

(１)～(４) （略） 

(５) 報告内容 

  ａ 報告内容については、第19条第２項第１号若しくは第２号又は第４号の規定に基づいて提出する場

合には、提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数（会社法第108条第１項各号に掲げる事項につ

いて異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合には、種類ごとの数）も

記載すること。 

ｂ （略） 

(６) （略） 

第五号の三様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 臨時報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

(１)～(４) （略） 

(５) 報告内容 

ａ 報告内容については、第19条第２項第１号若しくは第２号又は第４号の規定に基づいて提出する場

合には、提出日現在の資本金の額も記載すること。 

 

 

ｂ （略） 

(６) （略） 

 



 

改  正  案 現     行 

第六号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券通知書 

（略） 

（記載上の注意） 

(１)～（４） （略） 

(５) 新規発行（売出）有価証券 

ａ～ｈ （略） 

ｉ 新株予約権証券については、その新株予約権の内容（新株予約権の目的となる株式の種類、内容及

び数、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額、新株予約権の行使期間、新株予約権の行使の条

件、新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額、新株予約

権の譲渡に関する事項等）を欄外に記載すること。 

ｊ～ｍ （略） 

(６)～（９） （略） 

第六号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券通知書 

（略） 

（記載上の注意） 

(１)～（４） （略） 

(５) 新規発行（売出）有価証券 

ａ～ｈ （略） 

ｉ 新株予約権証券については、その新株予約権の内容（新株予約権の目的となる株式の種類及び数、

新株予約権の行使に際して払い込むべき金額、新株予約権の行使期間、新株予約権の行使の条件、新

株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額、新株予約権の譲

渡に関する事項等）を欄外に記載すること。 

ｊ～ｍ （略） 

(６)～（９） （略） 

 



 

改  正  案 現     行 
第七号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【株式の募集】 

（１）【新規発行株式】（10） 

記名・無記名の別、額面・

無額面の別及び種類 
発行数 内容 

   

 （２）・（３） （略） 

２～８ （略） 

第２・第３ （略） 

第二部【企業情報】 

第１～第４ （略） 

第５【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】（43） 

① （略） 

②【発行済株式】 

記名・無記名の別

及び額面・無額面

の別 

種類 発行数（株） 

上場金融商品取引

所名又は登録認可

金融商品取引業協

会名 

内容 

     

     

計 －  － － 

（２）～（４） （略） 

２～５ （略） 

第６～第９ （略） 

第三部・第四部 （略） 

（記載上の注意） 

(１)～（９） （略） 

(10) 新規発行株式 

ａ 「記名・無記名の別、額面・無額面の別及び種類」の欄には、「記名式額面普通株」のように記載

し、額面株式については券面額を付記すること。 

ｂ 「発行数」の欄には、「記名・無記名の別、額面・無額面の別及び種類」の欄の区分に従い発行数

を記載すること。 

ｃ 「内容」の欄には、「記名・無記名の別、額面・無額面の別及び種類」の欄の区分に従い株式の内

容を具体的に記載すること。 

ｄ 欄外には、新株発行を決議した取締役会若しくは株主総会の決議の年月日又は行政庁の認可を受け

第七号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【株式の募集】 

（１）【新規発行株式】（10） 

記名・無記名の別、額面・無額面の別及び種類 

 
発行数 

  

（２）・（３） （略） 

２～８ （略） 

第２・第３ （略） 

第二部【企業情報】 

第１～第４ （略） 

第５【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】（43） 

① （略） 

②【発行済株式】 

記名・無記名の別及び額

面・無額面の別 
種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所名又

は登録認可金融商品取引

業協会名 

 

    

    

計 －  － 

（２）～（４） （略） 

２～５ （略） 

第６～第９ （略） 

第三部・第四部 （略） 

（記載上の注意） 

(１)～(９） （略） 

(10) 新規発行株式 

ａ 「記名・無記名の別、額面・無額面の別及び種類」の欄には、「記名式額面普通株」のように記載

し、額面株式については券面額を付記すること。 

ｂ 「発行数」の欄には、「記名・無記名の別、額面・無額面の別及び種類」の欄の区分に従い発行数

を記載すること。 

ｃ 欄外には、新株発行を決議した取締役会又は株主総会の決議年月日を記載すること。一部払込発行

の場合には、その決議内容についても記載すること。 

優先株、後配株等の数種の株式を発行する場合には、その内容を欄外に記載すること。 



た年月日を記載すること。一部払込発行の場合には、その決議内容についても記載すること。 

ｅ 会社が新規発行株式と異なる種類の株式を定款等に定めている場合には、欄外にその旨を記載する

こと。この場合において、新規発行株式と当該異なる種類の株式の議決権の有無、数又はその内容に

差異があるときは、その旨及びその理由を欄外に記載すること。 

ｆ 新規発行株式について一定の権利等が付されている場合には、その旨及び権利等の内容等を注記す

ること。 

(11)～(13) （略） 

(14) 新株予約権証券の募集 

  ａ～ｇ （略） 

  ｈ 「新株予約権の目的となる株式の種類」の欄には、新株予約権の目的となる株式の種類及び内容を、

(10)のｃ、ｅ及びｆに準じて記載すること。 

  ｉ～ｏ （略） 

(15) （略） 

(16) 新株予約権付社債に関する事項 

(14)のａ、ｇ、ｈ、ｉ、ｊ、ｋ、ｌ、ｍ及びｎに準じて記載すること。 

(17)～(42） （略） 

(43) 株式の総数等 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 「種類」の欄には、優先株、後配株等の種類を記載し、「内容」の欄には、株式の種類ごとにその

内容を具体的に記載すること。 

株式の種類ごとに議決権の有無、数又はその内容が異なる場合には、その旨及びその理由を記載す

ること。この場合において、株式の保有又はその議決権行使について特に記載すべき事項がある場合

には、その内容を記載すること。 

ｄ・ｅ （略） 

(44) （略） 

(45) 所有者別状況 

最近日現在の議決権のある記名株式について記載すること。ただし、最近日現在のものを記載するこ

とが困難な場合には、最近事業年度の末日（１年を１事業年度とする会社にあっては、６箇月を１事業

年度とする会社とみなした場合にこの日に対応する日）現在のものによることができる。 

議決権のある記名株式について複数の種類の株式を発行している場合、種類ごとの所有者別状況が分

かるように記載すること。 

(46) 大株主の状況 

ａ 最近日現在の議決権のある記名株式（他人（仮設人を含む。）名義のものを含む。）及び会社が把

握している議決権のある無記名株式の所有者の多い順に10名程度について記載すること。ただし、そ

の所有数が発行済株式総数の100分の１未満の株主については記載を要しない。ただし、会社が議決

権の数が異なる二以上の種類の株式を発行している場合には、所有株式に係る議決権の個数の多い順

に10名程度についても併せて記載すること。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名（外国である場

合には、これに準ずるもの）までを記載しても差し支えない。 

ｂ （略） 

(47)～(69) （略） 

ｄ 当該発行株式について一定の権利等が付されている場合には、その旨及び権利等の内容等を注記す

ること。 

 

 

 

 

(11)～(13) （略） 

(14) 新株予約権証券の募集 

  ａ～ｇ （略） 

  （新設） 

 

  ｈ～ｎ （略） 

(15) （略） 

(16) 新株予約権付社債に関する事項 

(14)のａ、ｇ、ｈ、ｉ、ｊ、ｋ、ｌ及びｍに準じて記載すること。 

(17)～(42） （略） 

(43) 株式の総数等 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 「種類」の欄には、優先株、後配株等の種類を記載し、その内容を欄外に記載すること。 

 

 

 

 

ｄ・ｅ （略） 

(44) （略） 

(45) 所有者別状況 

最近日現在の議決権のある記名株式について記載すること。ただし、最近日現在のものを記載するこ

とが困難な場合には、最近事業年度の末日（１年を１事業年度とする会社にあっては、６箇月を１事業

年度とする会社とみなした場合にこの日に対応する日）現在のものによることができる。 

 

 

(46) 大株主の状況 

ａ 最近日現在の議決権のある記名株式（他人（仮設人を含む。）名義のものを含む。）及び会社が把

握している議決権のある無記名株式の所有者の多い順に10名程度について記載すること。ただし、そ

の所有数が発行済株式総数の100分の１未満の株主については記載を要しない。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名（外国である場

合には、これに準ずるもの）までを記載しても差し支えない。 

 

 

ｂ （略） 

(47)～(69) （略） 

 



 

改  正  案 現     行 
第七号の二様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【株式の募集】 

（１）【新規発行株式】 

記名・無記名の別、額面・

無額面の別及び種類 
発行数 内容 

   

 （２）・（３） （略） 

２～８ （略） 

第２・第３ （略） 

第二部～第六部 （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

第七号の二様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【株式の募集】 

（１）【新規発行株式】 

記名・無記名の別、額面・無額面の別及び種類 

 
発行数 

  

 （２）・（３） （略） 

２～８ （略） 

第２・第３ （略） 

第二部～第六部 （略） 

（記載上の注意） 

（略）  

 



 

改  正  案 現     行 
第七号の三様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【株式の募集】 

（１）【新規発行株式】 

記名・無記名の別、額面・

無額面の別及び種類 
発行数 内容 

   

 （２）・（３） （略） 

２～８ （略） 

第２・第３ （略） 

第二部～第五部 （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

第七号の三様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【株式の募集】 

（１）【新規発行株式】 

記名・無記名の別、額面・無額面の別及び種類 

 
発行数 

  

 （２）・（３） （略） 

２～８ （略） 

第２・第３ （略） 

第二部～第五部 （略） 

（記載上の注意） 

（略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

改  正  案 現     行 
第七号の四様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【株式の募集】 

（１）【新規発行株式】 

記名・無記名の別、額面・

無額面の別及び種類 
発行数 内容 

   

 （２）～（３） （略） 

２～８ （略） 

第２・第３ （略） 

第二部 （略） 

第三部 

第１～第４ （略） 

第５【提出会社の状況】 

 １【株式等の状況】 

 （１）【株式の総数等】 

   ①（略） 

   ②【発行済株式】 

記名・無記名の別

及び額面・無額面

の別 

種類 発行数（株） 

上場金融商品取引

所名又は登録認可

金融商品取引業協

会名 

内容 

     

     

計 ―  － － 

第四部～第六部 （略） 

（記載上の注意）  

（略） 

第七号の四様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【株式の募集】 

（１）【新規発行株式】 

記名・無記名の別、額面・無額面の別及び種類 

 
発行数 

  

 （２）～（３） （略） 

２～８ （略） 

第２・第３ （略） 

第二部 （略） 

第三部 

第１～第４ （略） 

第５【提出会社の状況】 

 １【株式等の状況】 

 （１）【株式の総数等】 

   ①（略） 

   ②【発行済株式】 

記名・無記名の別及び額

面・無額面の別 
種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所名又

は登録認可金融商品取引

業協会名 

 

    

    

計 ―  － 

第四部～第六部 （略） 

（記載上の注意）  

（略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

改  正  案 現     行 

第八号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書 

（略） 

第一部【企業情報】 

第１～第４ （略） 

第５【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】（25） 

① （略） 

②【発行済株式】 

記名・無記名の別

及び額面・無額面

の別 

種類 発行数（株） 

上場金融商品取引

所名又は登録認可

金融商品取引業協

会名 

内容 

     

     

計 ―  － － 

（２）～（４） （略） 

２～５ （略） 

第６～第９ （略） 

第二部 （略） 

（記載上の注意） 

(略) 

(１)～（27） （略） 

(28) 大株主の状況 

ａ 当事業年度末現在の議決権のある記名株式（他人（仮設人を含む。）名義のものを含む。）及び会

社が把握している議決権のある無記名株式の所有数の多い順に10名程度について記載すること。ただ

し、その所有数が発行済株式総数の100分の１未満の株主については記載を要しない。 

また、会社が議決権の数が異なる二以上の種類の株式を発行している場合には、所有株式に係る議

決権の個数の多い順に10名程度についても併せて記載すること。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名（外国である場

合には、これに準ずるもの）までを記載しても差し支えない。 

ｂ （略） 

(29)～(48) （略） 

第八号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書 

（略） 

第一部【企業情報】 

第１～第４ （略） 

第５【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】（25） 

① （略） 

②【発行済株式】 

記名・無記名の別及び額

面・無額面の別 
種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所名又

は登録認可金融商品取引

業協会名 

 

    

    

計 ―  － 

（２）～（４） （略） 

２～５ （略） 

第６～第９ （略） 

第二部 （略） 

（記載上の注意） 

(略) 

(１)～（27） （略） 

(28) 大株主の状況 

ａ 当事業年度末現在の議決権のある記名株式（他人（仮設人を含む。）名義のものを含む。）及び会

社が把握している議決権のある無記名株式の所有数の多い順に10名程度について記載すること。ただ

し、その所有数が発行済株式総数の100分の１未満の株主については記載を要しない。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名（外国である場

合には、これに準ずるもの）までを記載しても差し支えない。 

 

 

ｂ （略） 

(29)～(48) （略） 

 



 

改  正  案 現     行 

第九号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書 

（略） 

第一部【企業情報】 

第１～第４ （略） 

第５【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】（25） 

① （略） 

②【発行済株式】 

記名・無記名の別

及び額面・無額面

の別 

種類 発行数（株） 

上場金融商品取引

所名又は登録認可

金融商品取引業協

会名 

内容 

     

     

計 ―  － － 

（２）～（４） （略） 

２～５ （略） 

第６～第９ （略） 

第二部 （略） 

（記載上の注意） 

(略) 

第九号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書 

（略） 

第一部【企業情報】 

第１～第４ （略） 

第５【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】（25） 

① （略） 

②【発行済株式】 

記名・無記名の別及び額

面・無額面の別 
種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所名又

は登録認可金融商品取引

業協会名 

 

    

    

計 ―  － 

（２）～（４） （略） 

２～５ （略） 

第６～第９ （略） 

第二部 （略） 

（記載上の注意） 

(略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

改  正  案 現     行 

第九号の三様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 四半期報告書 

（略） 

第一部【企業情報】 

第１～第４ （略） 

第５【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】（16） 

① （略） 

②【発行済株式】 

記名・無記名の別

及び額面・無額面

の別 

種類 発行数（株） 

上場金融商品取引

所名又は登録認可

金融商品取引業協

会名 

内容 

     

     

計 －  － － 

（２）・（３） （略） 

２・３ （略） 

第６・第７ （略） 

第二部 （略） 

（記載上の注意） 

(１)～（17） （略） 

(18) 大株主の状況 

ａ （略） 

ｂ 第２四半期会計期間の末日現在の議決権のある記名株式（他人（仮設人を含む。）名義のものを含

む。）及び会社が把握している議決権のある無記名株式の所有数の多い順に10名程度について記載す

ること。ただし、その所有数が発行済株式総数の100分の１未満の株主については記載を要しない。 

また、会社が議決権の数が異なる二以上の種類の株式を発行している場合には、所有株式に係る議

決権の個数の多い順に10名程度についても併せて記載すること。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名（外国である場

合には、これに準ずるもの）までを記載しても差し支えない。 

ｃ （略） 

(19) （略） 

(20) 役員の状況 

ａ （略） 

ｂ 新任役員については、その役職名、氏名、生年月日、主要略歴、任期、所有株式の種類及び数並び

に就任年月日を記載すること。 

ｃ・ｄ （略） 

(21)～(29) （略） 

第九号の三様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 四半期報告書 

（略） 

第一部【企業情報】 

第１～第４ （略） 

第５【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】（16） 

① （略） 

②【発行済株式】 

記名・無記名の別及び額

面・無額面の別 
種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所名又

は登録認可金融商品取引

業協会名 

 

    

    

計 －  － 

（２）・（３） （略） 

２・３ （略） 

第６・第７ （略） 

第二部 （略） 

（記載上の注意） 

(１)～（17） （略） 

(18) 大株主の状況 

ａ （略） 

ｂ 第２四半期会計期間の末日現在の議決権のある記名株式（他人（仮設人を含む。）名義のものを含

む。）及び会社が把握している議決権のある無記名株式の所有者の多い順に10名程度について記載す

ること。ただし、その所有数が発行済株式総数の100分の１未満の株主については記載を要しない。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名（外国である場

合には、これに準ずるもの）までを記載しても差し支えない。 

 

 

ｃ （略） 

(19) （略） 

(20) 役員の状況 

ａ （略） 

ｂ 新任役員については、その役職名、氏名、生年月日、主要略歴、任期、所有株式数及び就任年月日

を記載すること。 

ｃ・ｄ （略） 

(21)～(29) （略） 

 



 

改  正  案 現     行 

第十号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 半期報告書 

（略） 

第一部【企業情報】 

第１～第４ （略） 

第５【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】（18） 

① （略） 

②【発行済株式】 

記名・無記名の別

及び額面・無額面

の別 

種類 発行数（株） 

上場金融商品取引

所名又は登録認可

金融商品取引業協

会名 

内容 

     

     

計 －  － － 

（２）・（３） （略） 

２・３ （略） 

第６～第８ （略） 

第二部 （略） 

（記載上の注意） 

(１)～(19） （略） 

(20) 大株主の状況 

ａ 当該半期末現在の議決権のある記名株式（他人（仮設人を含む。）名義のものを含む。）及び会社

が把握している議決権のある無記名株式の所有数の多い順に10名程度について記載すること。ただ

し、その所有数が発行済株式総数の100分の１未満の株主については記載を要しない。 

また、会社が議決権の数が異なる二以上の種類の株式を発行している場合には、所有株式に係る議

決権の個数の多い順に10名程度についても併せて記載すること。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名（外国である場

合には、これに準ずるもの）までを記載しても差し支えない。 

ｂ （略） 

(21) （略） 

(22) 役員の状況 

ａ （略） 

ｂ 新任役員については、その役職名、氏名、生年月日、主要略歴、任期、所有株式の種類及び数並び

に就任年月日を記載すること。 

ｃ～ｅ （略） 

(23)～(34) （略） 

第十号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 半期報告書 

（略） 

第一部【企業情報】 

第１～第４ （略） 

第５【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】（18） 

① （略） 

②【発行済株式】 

記名・無記名の別及び額

面・無額面の別 
種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所名又

は登録認可金融商品取引

業協会名 

 

    

    

計 －  － 

（２）・（３） （略） 

２・３ （略） 

第６～第８ （略） 

第二部 （略） 

（記載上の注意） 

(１)～(19） （略） 

(20) 大株主の状況 

ａ 当該半期末現在の議決権のある記名株式（他人（仮設人を含む。）名義のものを含む。）及び会社

が把握している議決権のある無記名株式の所有者の多い順に10名程度について記載すること。ただし、

その所有数が発行済株式総数の100分の１未満の株主については記載を要しない。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名（外国である場

合には、これに準ずるもの）までを記載しても差し支えない。 

 

 

ｂ （略） 

(21) （略） 

(22) 役員の状況 

ａ （略） 

ｂ 新任役員については、その役職名、氏名、生年月日、主要略歴、任期、所有株式数及び就任年月日

を記載すること。 

ｃ～ｅ （略） 

(23)～(34) （略） 

 



 

改  正  案 現     行 

第十号の三様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 親会社等状況報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

(略) 

(１) （略）  

(２) 親会社等の最近事業年度末における当該親会社等の会社法第435条第２項及び会社計算規則第91条第

１項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及びこれらの

附属明細書に準ずるもの（以下「計算書類等」という。）を記載すること（同法第436条第１項及び第２

項の規定による監査役（委員会設置会社にあっては、監査委員会）の監査に係る監査報告に準ずるもの

及び同項の規定による会計監査人の監査を受けている場合の当該監査に係る監査報告に準ずるものを

当該計算書類等に添付すること。）。 

     ただし、計算書類等のうちに、当該親会社等の属する国の法令又は慣行により作成することとされて

いない書類がある場合には、当該書類の記載に代えて、その旨を記載すること。 

(３) （略）  

第十号の三様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 親会社等状況報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

 (略) 

(１) （略）  

(２) 親会社等の最近事業年度末における当該親会社等の会社法第435条第２項及び会社計算規則第91条第

１項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及びこれらの附

属明細書に準ずるもの（以下「計算書類等」という。）を記載すること（同法第436条第１項及び第２項の

規定による監査役（委員会設置会社にあっては、監査委員会）の監査に係る監査報告に準ずるもの及び同

項の規定による会計監査人の監査を受けている場合の当該監査に係る監査報告に準ずるものを当該計算

書類等に添付すること。）。 

 

 

(３) （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

改  正  案 現     行 

第十二号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 発行登録追補書類 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【新規発行株式】 

種類 発行数 内容 

   

 ２～７ （略） 

第２・第３ （略） 

第二部～第四部 （略） 

（記載上の注意） 

(略） 

(１)～（９） （略） 

第十二号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 発行登録追補書類 

（略） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 １【新規発行株式】 

種類 発行数 

  

 ２～７ （略） 

第２・第３ （略） 

第二部～第四部 （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

(１)～（９） （略） 

 



 

改  正  案 現     行 

第十五号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 発行登録追補書類 

（

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

１【株式の募集】 

（１）【新規発行株式】 

 

 

（２

２～６ （略） 

第２・第３ （略） 

第二部～第四部 （略） 

（記載上の注意） 

(略） 

(１)～(９） （略） 

記名・無記名の別、額

面・無額面の別及び種類
発行数 内容 

   

第十五号様式 

  

【表紙】   

【提出書類】 発行登録追補書類 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

１【株式の募集】 

（１）【新規発行株式】 

 

 

２～６ （略） 

第２・第３ （略） 

第二部～第四部 （略） 

（記載上の注意） 

(略） 

(１)～(９） （略） 

記名・無記名の別、額面・無額面の別及び種類 発行数 

  

 

 

 


